
議

案

第

百

十

号 

 
 

 

港

区

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

八

年

十

一

月

二

十

四

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

の

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

を

防

止

 

 

す

る

こ

と

に

よ

り

、

区

民

等

の

安

全

で

安

心

な

生

活

を

確

保

し

、

及

び

事

業

活

動

の

健

全

な

発

展

に

寄

与

す

 

 

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

 

ろ

に

よ

る

。 

 

一 

公

共

の

場

所 

区

内

の

道

路

、

公

園

、

広

場

、

駅

そ

の

他

の

不

特

定

の

者

が

通

行

し

、

又

は

利

用

す

る

 

 
 

場

所

で

公

共

の

用

に

供

さ

れ

る

も

の

を

い

う

。 



 

二 

客

引

き

行

為

等 

次

に

掲

げ

る

行

為

を

い

う

。 

 
 

イ 

客

引

き

行

為

（

通

行

人

等

不

特

定

の

者

の

中

か

ら

相

手

方

を

特

定

し

て

接

近

し

、

客

と

な

る

よ

う

に

 

 
 

 
勧

誘

す

る

行

為

を

い

う

。

）

 

 
 

ロ 
客

待

ち

行

為

（

イ

に

規

定

す

る

客

引

き

行

為

を

行

う

目

的

で

相

手

方

と

な

る

べ

き

者

を

待

つ

行

為

を

 

 
 

 

い

う

。

）
 

 
 

ハ 

勧

誘

行

為

（

通

行

人

等

不

特

定

の

者

の

中

か

ら

相

手

方

を

特

定

し

て

行

う

次

に

掲

げ

る

行

為

を

い

う

 

 
 

 

⑴ 

人

の

性

的

好

奇

心

に

応

じ

て

人

に

接

す

る

役

務

又

は

専

ら

異

性

に

対

す

る

接

待

を

し

て

酒

類

を

伴

 

 
 

 
 

う

飲

食

を

さ

せ

る

役

務

に

従

事

す

る

よ

う

に

勧

誘

す

る

行

為

 

 
 

 

⑵ 

わ

い

せ

つ

な

行

為

に

係

る

姿

態

で

あ

っ

て

性

欲

を

興

奮

さ

せ

、

又

は

刺

激

す

る

も

の

を

ビ

デ

オ

カ

 

 
 

 
 

メ

ラ

そ

の

他

の

機

器

を

用

い

て

撮

影

す

る

た

め

の

被

写

体

と

な

る

よ

う

に

勧

誘

す

る

行

為

 

 
 

ニ 

勧

誘

待

ち

行

為

（

ハ

に

規

定

す

る

勧

誘

行

為

を

行

う

目

的

で

相

手

方

と

な

る

べ

き

者

を

待

つ

行

為

を

 

 
 

 

い

う

。

）

 

 

三 

区

民

等 

区

内

に

居

住

し

、

勤

務

し

、

在

学

し

、

若

し

く

は

滞

在

し

、

又

は

区

内

を

通

過

す

る

者

を

い

 

 
 

う

。 

 

四 

事

業

者 

区

内

に

お

い

て

事

業

（

準

備

行

為

を

含

む

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

行

う

法

人

 

 
 

そ

の

他

の

団

体

又

は

事

業

を

行

う

個

人

を

い

う

。 

（

適

用

上

の

注

意

）

 

。

） 



第

三

条 

こ

の

条

例

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

区

民

等

及

び

事

業

者

の

権

利

を

不

当

に

侵

害

し

な

い

よ

う

に

留

 

 
意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

区

の

責

務

） 

第

四

条 
区

は

、

こ

の

条

例

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

を

防

止

す

る

 

 

た

め

に

必

要

な

施

策

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

区

民

等

の

責

務

）

 

第

五

条 

区

民

等

は

、

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

し

区

が

実

施

す

る

施

策

に

協

力

す

 

 

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。
 

（

事

業

者

の

責

務

）

 

第

六

条 

事

業

者

は

、

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

し

区

が

実

施

す

る

施

策

に

協

力

す

 

 

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

事

業

者

は

、

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

を

防

止

す

る

た

め

、

従

業

員

へ

の

指

導

、

監

督

そ

の

 

 

他

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

客

引

き

行

為

等

の

禁

止

）

 

第

七

条 

何

人

も

、

公

共

の

場

所

に

お

い

て

客

引

き

行

為

等

を

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

客

引

き

行

為

又

は

勧

誘

行

為

を

用

い

た

営

業

の

禁

止

）

 

第

八

条 

事

業

者

は

、

公

共

の

場

所

に

お

い

て

第

二

条

第

二

号

イ

に

規

定

す

る

客

引

き

行

為

を

し

た

者

又

は

当

 



 

該

行

為

に

関

係

の

あ

る

者

か

ら

紹

介

を

受

け

、

当

該

行

為

を

受

け

た

者

を

客

と

し

て

自

ら

が

営

む

営

業

所

等

 

 
に

立

ち

入

ら

せ

て

は

な

ら

な

い

。

 

２ 

事

業

者

は

、

公

共

の

場

所

に

お

い

て

第

二

条

第

二

号

ハ

に

規

定

す

る

勧

誘

行

為

を

し

た

者

又

は

当

該

行

為

 

 

に

関

係

の

あ

る

者

か

ら

紹

介

を

受

け

、

当

該

行

為

を

受

け

た

者

を

自

ら

が

営

む

営

業

所

等

で

当

該

行

為

に

係

 

 

る

役

務

等

の

従

事

者

と

し

て

従

事

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

誓

約

書

の

提

出

）

 

第

九

条 

区

長

は

、

食

品

衛

生

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

三

十

三

号

）

第

五

十

二

条

第

一

項

に

基

づ

く

 

 

飲

食

店

営

業

の

許

可

を

受

け

た

者

の

う

ち

、

区

内

に

お

い

て

営

業

を

営

む

も

の

に

対

し

、

前

二

条

に

規

定

す

 

 

る

事

項

を

遵

守

す

る

こ

と

等

を

記

載

し

た

誓

約

書

の

提

出

を

求

め

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

誓

約

書

を

提

出

し

た

者

に

対

し

、

誓

約

書

を

提

出

し

た

こ

と

を

証

す

る

証

 

 

票

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

証

票

の

交

付

を

受

け

た

者

は

、

誓

約

書

に

記

載

し

た

事

項

に

違

反

し

た

と

き

は

、

交

 

 

付

さ

れ

た

証

票

を

直

ち

に

区

長

に

返

還

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

指

導

） 

第

十

条 

区

長

は

、

第

七

条

又

は

第

八

条

の

規

定

に

違

反

す

る

行

為

を

し

て

い

る

と

認

め

る

者

に

対

し

、

当

該

 

 

行

為

を

中

止

す

る

よ

う

指

導

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

は

、

口

頭

又

は

書

面

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 



３ 

区

長

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

に

係

る

事

務

を

あ

ら

か

じ

め

指

定

す

る

者

に

委

託

し

て

行

わ

せ

る

 

 
こ

と

が

で

き

る

。

 

（

勧

告

） 

第

十

一

条 
区

長

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

を

受

け

た

者

が

更

に

第

七

条

又

は

第

八

条

の

規

定

に

 

 

違

反

す

る

行

為

を

し

て

い

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

行

為

を

中

止

す

る

よ

う

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

は

、

書

面

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

命

令

） 

第

十

二

条 

区

長

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

を

受

け

た

者

が

更

に

第

七

条

又

は

第

八

条

の

規

定

に

 

 

違

反

す

る

行

為

を

し

て

い

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

行

為

を

中

止

す

る

よ

う

命

令

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

は

、

書

面

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

調

査

等

） 

第

十

三

条 

区

長

は

、

第

十

条

第

一

項

、

第

十

一

条

第

一

項

及

び

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

措

置

を

行

う

に

 

 

当

た

っ

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

第

七

条

又

は

第

八

条

の

規

定

に

違

反

す

る

行

為

を

し

た

者

又

は

 

 

当

該

行

為

に

関

係

の

あ

る

者

に

対

し

、

当

該

行

為

を

し

た

者

の

氏

名

、

住

所

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

 

 

の

質

問

、

資

料

の

提

示

の

要

求

等

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

２ 

区

長

は

、

第

十

条

第

一

項

、

第

十

一

条

第

一

項

及

び

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

措

置

を

行

う

に

当

た

っ

 

 

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

の

職

員

に

、

第

七

条

又

は

第

八

条

の

規

定

に

違

反

す

る

行

為

を

し

た

 



 

者

の

営

業

所

等

に

立

ち

入

り

、

必

要

な

調

査

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
３ 
前

二

項

の

規

定

に

よ

り

調

査

等

を

す

る

者

は

、

そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、

関

係

者

に

提

示

し

 

 

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４ 

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

調

査

等

は

、

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

は

 

 

な

ら

な

い

。 

（

過

料

） 

第

十

四

条 

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

受

け

た

者

が

、

正

当

な

理

由

が

な

く

当

該

命

令

に

従

わ

 

 

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

者

を

五

万

円

以

下

の

過

料

に

処

す

る

。

 

２ 

法

人

の

代

表

者

又

は

法

人

若

し

く

は

人

の

代

理

人

、

使

用

人

そ

の

他

の

従

業

者

が

、

そ

の

法

人

又

は

人

の

 

 

業

務

に

関

し

て

前

項

の

違

反

行

為

を

し

た

と

き

は

、

行

為

者

を

罰

す

る

ほ

か

、

そ

の

法

人

又

は

人

に

対

し

て

 

 

同

項

の

過

料

を

科

す

る

。

 

３ 

区

長

は

、

前

二

項

の

規

定

に

よ

り

過

料

の

処

分

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

 

 

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

五

十

五

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

、

第

一

項

の

命

令

を

受

け

た

者

に

対

し

、

あ

 

 

ら

か

じ

め

、

そ

の

旨

を

告

知

す

る

と

と

も

に

、

弁

明

の

機

会

を

与

え

た

上

で

、

第

十

七

条

の

港

区

客

引

き

行

 

 

為

防

止

対

策

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

公

表

） 

第

十

五

条 

区

長

は

、

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

受

け

た

者

が

、

正

当

な

理

由

が

な

く

当

該

命

 



 

令

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
２ 
区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

公

表

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

同

項

の

命

令

を

受

け

た

者

に

対

し

、

あ

ら

 

 

か

じ

め

、

そ

の

旨

を

告

知

す

る

と

と

も

に

、

弁

明

の

機

会

を

与

え

た

上

で

、

第

十

七

条

の

港

区

客

引

き

行

為

 

 

防

止

対

策

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

営

業

場

所

提

供

者

へ

の

通

知

）

 

第

十

六

条 

区

長

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

公

表

さ

れ

た

者

の

営

業

そ

の

他

の

業

務

の

用

に

供

す

る

た

 

 

め

の

場

所

を

提

供

し

て

い

る

建

物

の

所

有

者

又

は

管

理

者

に

対

し

、

当

該

公

表

に

係

る

事

実

を

通

知

す

る

も

 

 

の

と

す

る

。 

（

港

区

客

引

き

行

為

防

止

対

策

審

議

会

） 

第

十

七

条 

こ

の

条

例

に

基

づ

く

客

引

き

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

措

置

を

適

正

に

実

施

す

る

た

め

、

区

長

の

 

 

付

属

機

関

と

し

て

、

港

区

客

引

き

行

為

防

止

対

策

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

審

議

会

は

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

に

意

見

を

述

べ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一 

第

十

四

条

第

三

項

及

び

第

十

五

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

事

項 

 

二 

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項

 

３ 

審

議

会

は

、

区

長

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

委

員

五

人

以

内

を

も

っ

て

組

織

す

る

。 

４ 

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

た

だ

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

 

 

期

間

と

す

る

。

 



（

警

察

署

長

へ

の

協

力

要

請

）

 
第

十

八

条 

区

長

は

、

こ

の

条

例

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

区

の

区

域

を

管

 

 

轄

す

る

警

察

署

の

長

に

対

し

、

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

協

力

を

求

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

委

任

） 

第

十

九

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

 

 

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

九

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

） 

 

公

共

の

場

所

に

お

け

る

客

引

き

行

為

等

を

防

止

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


